
令和７年４月からのプラスチック分別 Q&A 

Ｑ1 なぜ分別方法を変更するのか？ 

 Ａ 現在、フィルム状のプラスチックは燃やすごみとして排出していますが、焼却処分となり CO₂が排出され、処理費

用もかかっています。そこで、できるだけ「燃やすごみ」を減らしてリサイクルを強化するため、４月からフィルム

状のプラスチックも「その他のプラスチック」となります。 

Ｑ2 どのような物を４月から「その他のプラスチック」として出すべきか？ 

 Ａ 菓子類の袋、レジ袋、商品包装ラップ、ペットボトルのラベル等、フィルム状のプラスチックが対象です。 

Ｑ3 フィルム状のプラスチック判断基準は？ 

 Ａ 「プラ」マークがついているものが、4月から新しく対象になるプラスチックです。 

Ｑ4 新しく対象になるプラスチックはいつ、どこに捨てればよいか？ 

 Ａ 新しく対象になるプラスチックも各地区資源物回収の日に、「その他のプラスチック」の網カゴ（オレンジ色）へ

排出をお願いします。 

Ｑ5 汚れたフィルム状のプラスチックは出すことができるか？ 

 Ａ 汚れたものだとリサイクルが困難なため、焼却処分されてしまいます。そのため、軽くすすぐか、拭き取って大まか

な汚れを落として出していただくようお願いします。 

Ｑ6 フィルム状のプラスチックをまとめてレジ袋に入れて出すことができるか？ 

 Ａ レジ袋等にまとめて出していただくと、中身が確認できず、適切な分別であるか収集業者が判断できません。 

袋にまとめず、「その他のプラスチック」の網カゴ（オレンジ色）にそのまま投入してください。 

Ｑ7 フィルム状のプラスチックを間違って燃やすごみに出したら、収集されないのか？ 

 Ａ 「燃やすごみ」にフィルム状のプラスチックが入っていても収集しますが、燃やすごみの減量化に向けて、新たな

分別方法へのご協力をお願いします。 
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Ｑ8 お菓子袋の油膜は洗って落とす必要があるか？ 

 Ａ ポテトチップスの袋等、多少の油膜は残っていても問題ありません。ただし、食べかすは落として出していただく

ようお願いします。 

Ｑ9 ケチャップ、マヨネーズの容器は洗って出せばいいのか？ 

 Ａ 水ですすいだり、拭き取るなどして汚れを落として出していただくようお願いします。汚れを落として出すのが難

しい場合は、「燃やすごみ」として排出をお願いします。 

Ｑ10 フィルム状のプラスチックは地区のごみステーションで風に飛ばされてしまうのでは？ 

 Ａ フィルム状のプラスチックは軽い素材のため、風で舞ってしまう可能性があります。ですので、地区のごみステー

ションに出す際は、網カゴを開けた後は必ず上の面を閉じていただくようお願いします。また、現在多くの地区で

使用されている網カゴは紐で縛るタイプですが、今後はマジックテープ型の網カゴを各地区に随時導入し、風

で飛ばされないよう取り組んでいきます。 

Ｑ11 ブルーシートなどはどうしたらよいか？ 

 Ａ シート類や大きな緩衝材などは畳まずに一辺がおよそ50ｃｍ以下に切断し出していただくようお願いします。 

また、金具が付いている場合は分離してプラスチック類のみ「その他のプラスチック」へ排出をお願いします。 

Ｑ12 「その他のプラスチック」の網カゴにフィルム状のプラスチックと製品プラスチック（今までプラスチ

ックで出していたもの）が混ざって大丈夫なのか？ 

 Ａ 混ざっていても問題ありません。ご家庭でも分けずに「その他のプラスチック」として集めてもらって結構です。 

Ｑ13 シールやフィルムが貼ってあるものは、剥ぐ必要があるか？ 

 Ａ 紙製のシールやフィルムが貼ってあっても構いませんが、できるだけ剥がしていただくようご協力をお願いします。 
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Q14 ヨーグルト・プリン・もずくなどのプラ容器についている軟プラの蓋（内蓋）は分離せずに出してよい

か？  

Ａ 分離せずに付いたままで問題ありません。ただし、蓋にも紙やアルミのものがあるので、その場合は分離してプラ

容器のみにしてください。 

Q15 クリーニングで包んでいるビニールは出してよいか（→容リ協HPでは×となっているが）？ 

Ａ 「その他のプラスチック」として出していただいて構いません。 

Q16 スーパーでロールになっている透明ポリエチレン袋は出してよいか？ 

Ａ 中身を空の状態にし、「その他のプラスチック」として出していただいて構いません。 

Q１７ ビニール袋入り緩衝材はそのまま(未開封で）出してよいか？ 

Ａ 明らかにプラスチック製の素材であり、中身が確実かつ容易に確認できる場合は、未開封でも構いません。 

Q18 ビニール袋入り製品プラはそのまま（未開封で）出してよいか？ 

Ａ おもちゃなどの製品プラの場合は、中身に金属などが使用されている場合があります。開封して中身を確認いた

だいた上で排出していただきますようお願いします。 

Q19 洗った後濡れたままで出してよいか？（どの程度まで乾かす必要があるか？） 

Ａ 濡れていても収集はしますが、季節によってはカビやにおいの原因となりますので、お手数ですがなるべく乾かし

て出していただきますようご協力をお願いします。 

Q20 プチプチが貼られた封筒はそのまま出してよいか？ 

Ａ 封筒は紙類です。素材が違いますのでプチプチのみを「その他のプラスチック」に分別してください。 

 

 



令和７年４月からのプラスチック分別 Q&A 

Ｑ21 洗うこと自体もお湯や洗剤を使うので環境負荷に繋がるが、洗って資源物として出すことと洗わず

に燃やすごみとして出すことの境界線をどう考えればよいか 

Ａ 基本的に水ですすいだり、拭き取ることで汚れが落とせるものを「その他のプラスチック」として分別いただき、汚

れが落とせない場合は、「燃やすごみ」等として分別いただいて構いません。 

Q22 中身が確認できるように透明な袋、または口を開けたままなら袋にまとめて出してよいか？ 

Ａ コンビニの弁当等の容器が１個で袋に包まれている程度であれば大丈夫ですが、複数のものが袋にまとめて入

っていてはいけません。基本的には袋は中身が空の状態にしてください。 

Q23 その他プラに間違えて紙類等が混入しているのが見えたら当番が回収分別を行うのか？ 

Ａ 間違えて他の資源が混入しているのを見つけた場合、それぞれに分別するようお願いします。 

Ｑ24 ペットボトルにラベルがついたまま出されていた場合、当番がラベルを剥がし、その他プラに分別す

る必要があるのか？ 

Ａ ペットボトルのラベルは剥がし、分別するよう案内しています。もし見つけた場合、ラベルは「その他のプラスチック」

に分別するようお願いします。 

Q25 プラマークが確認できないフルーツネット、発泡スチロール系緩衝材は燃やすごみでよいか？ 

Ａ 識別マークは、中身商品と分離された容器包装廃棄物が対象となり、識別マークが無いこともありますが、ほとん

どがプラスチックで構成されているフルーツネットなどは、「その他のプラスチック」に分別していただいて構いませ

ん。ただし発泡スチロール系の「パリッ」と割れるものは、「発泡スチロール・発泡スチロール製トレー」に分別してく

ださい。 
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Q26 錠剤の薬が入っている袋（容器）は「その他のプラスチック」でよいか？ 

Ａ 錠剤の入っている袋（容器）は「その他のプラスチック」で出していただいて構いません。多くは「プラ」

マークが入っています。なお、錠剤が入ったままで捨てる場合はリサイクルができないので、「燃やす

ごみ」として排出をお願いします。 

 


